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論 文 内 容 の 要 旨

　本論文「環境と差別のクリティーク」では、具体的な環境問題／差別問題／不法占拠問題を取りあげなが

ら、筆者独自の方法論である「ソシオグラフィ」を駆使した記述と分析が展開される。そこに通底する問題

意識は、外在的・理論的・演繹的に「社会問題」を分析しようとするのではなく、あくまで「当事者」の視

座・感覚・世界に内在することを目指すと同時に、方法論的な〈対話〉を重視する立場から慣習化された関

係性のなかにおける（意図的な行為や心理的な意識ではなく）「構造的差別」を解明しようとする粘り強い

社会学的な考察である。

　本論文の各章において展開される、環境／差別を論じる従来の議論に見て取れた単純な二分法（差別する

側／される側、調査する側／される側、部落民／非部落民）を根底から疑問視する立場から為される「差

別」の記述・分析・批判は、日常生活における「慣習」を通して形成される構造的な差別に対して、新たな

学術的な光を当てる。これらの論考はすべてが長期にわたる対話的フィールドワークによる丁寧で厚い記述

によって積み重ねられている。

　論文は「屠場」「不法占拠」「被差別部落」での生活史調査をもとにした論考からなる３部で構成される。

第一部「屠場を見る眼」では、屠場建設反対運動の現場の調査をとおして、調査者と被調査者、科学知と生

活知というような二分法が、〈環境表象〉〈規範化の力〉という分析概念によって相対化され、〈構造的差別〉

という本論文の主要な論理へと彫琢されていく。同時に会話体、情景描写などを多用する方法が使われ、論

理ではなくまずは記述ありという批判的方法論が提示される。

　第二部「「不法占拠」を生きる」は、大阪空港「不法占拠」問題をとりあげ、不法占拠という事態を自ら

相対化しつつ「正当性」を勝ち取っていく在日の人びとの記述を通して、「環境をめぐる支配」の正当性、「環

境的正義」論を相対化し、「〈慣習のヘゲモニー〉に関する歴史社会理論」を立ち上げていく。そのヘゲモニー

論によって、「環境問題や差別問題が現代社会において存立している機制そのものを主題化することを可能」

にする。そして、ここでも日記体という記述法によってソシオグラフィという方法が鍛えられていく。

　第三部「市民社会の中の被差別部落」は、筆者がもっとも長く、継続してきた被差別部落の生活史調査が

正面から取り上げられる。丁寧な被差別の語りを記述する方法がここでもとられる。その記述を通して、差

別する者／される者というカテゴリー化の罠を相対化し、「人が差別をするのではなく、その人の置かれた

社会的な立場性が差別をなさしめるのである」という認識に基づいて〈構造的差別〉、〈関係的差別〉という

理論が強化される。
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　上述した３つの生活史調査の結果を互いが参照しあい基礎づけあうような相補的な位置関係に立つことに

よって、本論文の目的である環境問題と差別問題との複雑な絡まり合いを、具体的に解きほぐし、分析する

「環境と差別のクリティーク」を可能にしている。

　同時にそれを可能にしているのは、〈見えないもの〉としてある価値や規範の存在とその生成過程を、そ

れらが内在させている歪みや捻れも含めて記述していく〈批判的分析としてのソシオグラフィ〉という方法

であった。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

　本論文で申請者があえて試みようとしたのは、〈まずは、理論ありき〉という研究スタイルが主流をなす

社会学研究の領域にあって、〈まずは、記述ありき〉という研究スタイルの探求である。こうした立場にた

つ理由は、とくにマイノリティの人たちがかかえる問題群のなかには、詳細なフィールド調査をつうじた「社

会関係にかんする深い記述」（本書ではソシオグラフィと呼ばれている）を通してしか十分に分析できない

ような問題が数多く存在しているからである。本論でとりあげる屠場をめぐる問題、「不法占拠」地区がか

かえる問題、そして部落差別問題は、まさにそうした典型的な事例である。その意味でこの論文は、環境問

題や差別問題にかんする〈記述〉をつうじた批判的分析の書といえる。

　〈まずは、記述ありき〉とはいえ、本書の記述方法論の特徴は、経験的データから出発して一般化的認識

へ至ることをめざす、いわゆる帰納法とは大きく異なり、むしろ、調査過程において関係者たちが暗黙裏に

おこなっている理論的実践を記述によって把握しようとするところにこそある。語りや観察をめぐる記述資

料には、すでに語り手や聞き手・観察者の保持しているそれぞれの理論的パースペクティヴが多様なかたち

で反映されているのだが、従来の研究はそうした点について十分な分析を行ってこなかった。

　したがって本書では、そうした資料を作成・分析するにあたり、つぎのような〈対話〉的方法を採用する。

すなわち、語り手が保持している生活知と、研究者の依拠している（社会的・政策的）科学知とのあいだの

相互作用を記述するなかで、とりわけ両者のディスコミュニケーションやズレ、さらには乖離といった現象

に戦略的に着目する。そして、そうした生活知と科学知との<対話 >を、そのつど独自な記述スタイル（た

とえば、日記体と論文体の併用や書簡体）を模索しつつ遂行することによって、既存の社会理論の援用とは

異なる、生活者の観点を内包したあらたな社会理論の再構築ないし創出がめざされている。

　そうしたなかで、この論文で採用された理論モデルは、〈ヘゲモニー分析に依拠した構造的差別モデル〉

である。「構造的差別」とは、「人が差別をするのではなく、その人の置かれた社会的立場性が差別をなさし

めるのである」という認識に立つ考え方であり、別の表現を使えば、関係主義的な差別観、差別の分析理論

だといえる。本論においては、屠場建設反対運動の調査と、屠場調査と、被差別部落での生活史調査という

三つの調査を互いに参照させながら、環境問題と差別問題との複雑な絡まり合いを具体的に解きほぐし分析

することを通じて、現代社会において差別事象の存立が正当化されるメカニズム、すなわち、屠場問題、「不

法占拠」問題、そして部落差別問題がそれぞれに抱え込んでいる構造的差別という事態が、いかにして〈慣

習〉という規範的存在によって正当化され、現代社会において存続し続けているかを、〈慣習のヘゲモニー〉

という新たな視角を呈示しつつ明らかにすることに成功した。

　その成功を可能にしたのは、差別問題と環境問題が重なり合い捻れ合ったフィールドに腰を据え、30年

近くにわたって調査を継続した申請者の目の鋭さと粘り強さであったろう。その根底にあるのは、本論文の

背骨になっている規範化作用、カテゴリー化の罠への徹底的に注意深い眼差し、研究態度である。たとえば、

それが屠場建設に地域住民が反対するといえば、部落差別ゆえだと即断しがちなところを、被差別部落住民

自身が屠場建設に反対した事例も紹介しながら、単なる差別の問題としてではなく、そこにひそむ環境問題
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に切り込んでいく必要性を明らかにし、逆に、住民たちに屠場建設を受け入れるように説得しつつ、「食肉

流通センター」をめぐるしかるべき教育の必要性を説く県教育委員会の、言うなれば差別的な欺瞞性を取り

出してくる見事な分析を可能にしたのである。

　以上、述べてきたように本論文は、質的な社会調査における認識論的／方法論的な問題に正面から切り込

むと同時に、 具体的な研究テーマである「環境と差別」に関する様々な事例の分析を通じて、 〈クリティーク〉

としての社会学的分析を試みた研究として高く評価できるものである。


